
企業・医療機関連携マニュアル（事例編：糖尿病）

本参考資料は、具体的な事例を通じて、ガイドライン掲載の様式例（ガイドラインP.12「様式例集」）の記載例を示
すものである。　
掲載の事例は、あくまで一例であり、実際の経過や必要な就業上の措置等は疾病の種類や個別の労働者の状況によっ

て異なる点に留意する必要がある。

＜構成＞

事例１　�糖尿病教育入院を行う初期の２型糖尿病で、退院後、通院による治療

と仕事の両立を目指す事例

事例２　部署異動がきっかけで経口薬治療を中断していた２型糖尿病で、治療

を再開し仕事の両立を目指す事例

事例３　インスリン治療中の１型糖尿病で、交替制勤務を継続しながら、治療

と仕事の両立を目指す事例

※糖尿病の特徴及び治療と仕事の両立支援に当たっての留意事項
●　糖尿病は定期的な通院への配慮などがされれば、通常と変わりなく就労を継続できる疾患である。しかし、高
血糖や低血糖による症状を呈する場合には、危険を伴う作業を控える等の措置が必要となる場合もある。また、
血糖コントロールの悪化を防ぐためには業務内容への配慮が必要な場合もある。適切な措置や配慮を講じるた
めには、労働者と十分に話し合い、主治医や産業医等の意見を十分に勘案した上で、対応を検討することが望
ましい。

●　糖尿病は自覚症状に乏しく、治療中断につながりやすい疾患である。治療中断に伴う血糖コントロールの悪化
や合併症の発症・進行を防ぐためには、労働者本人が主治医の指示に基づいて治療を継続し、適切な生活習慣
を守る等の取組が重要である。一方、事業者は、労働者の健康と安全の確保の観点から、治療が適切になされ
るよう支援することも重要である。

●　労働者の異動や転勤の際は、業務を優先する結果通院が中断しやすくなる場合もあるため、異動先や転勤先の
上司にも糖尿病の治療中であることについて労働者自らが伝えるとともに、上司の間でも適切に情報の引継ぎ
がされることが望ましい。また、通院状況について産業保健スタッフや上司が能動的に確認することが望ま
しい。

●　糖尿病は一般健康診断において把握が可能な疾患であり、事業者による定期健康診断の事後措置が重要である。
事業者は健康診断で把握した情報をもとに、治療を促しながら、就業継続を図る取組を講じることが望ましい。

●　糖尿病は必ずしも生活習慣のみが原因で発症、悪化するものではない。糖尿病に対する誤解は、労働者からの
支援の相談や申出を妨げる要因にもなりうるため、事業者は必要に応じて職場に対して糖尿病に対する正しい
知識の啓発を行うとともに、生活習慣病を予防する取組を行うことが望ましい。

●　産業医の選任義務のない50人未満の事業所については、地域産業保健センターにおいて、労働者の健康管理に
係る相談や、健康診断の結果について医師の意見を聞くことができる。また、治療と仕事の両立に関しては、
産業保健総合支援センター（さんぽセンター）で、両立支援の知識を有した専門家に相談できる。
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事例１　糖尿病教育入院を行う初期の２型糖尿病で、退院後、通院による治療と仕
事の両立を目指す事例

Aさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

４０代
男性

2型
糖尿病

薬物療法
（経口薬）

中小企業
正社員

（建設会社、作業員）
なし

（１）事例の概要
ア　基本情報
Aさんは、従業員数が40名ほどの建設会社に勤務する40歳代男性である。主任としてフルタイムで勤務す
るAさんは、慢性的な人員不足から、建築工事現場で屋外・高所作業に従事する傍ら、工程管理や品質管理等
の管理業務にも関与するなど複数の役割を担当している。上司や同僚など皆から現場をよく知るベテランとし
て、頼りにされている。
元請会社からは、安全衛生活動全般、とりわけ、健康診断とその事後措置については、徹底するよう要請さ
れている。産業医の選任義務はないため、安全衛生に関する相談は、専ら、地域窓口（地域産業保健センター）
を活用している。

イ　両立支援を行うに至った経緯
Aさんは、定期健診の結果では尿糖や高血糖の所見があり、要経過観察との指摘を受けていたが、自覚症状
もないため医療機関を受診せず数年が経過していた。
そうしたところ、全身倦怠感が出現し次第に増悪したため、近所にある総合病院を受診した。２型糖尿病と
診断され、主治医から教育入院を勧められたが、教育入院の必要性は理解できたものの、Aさんは周囲から生
活がだらしないから糖尿病になったとみられるのではと思い、周囲への言い出しづらさがあった。加えて、入
院により約１週間も現場を離れることは、関係者に迷惑をかけるため難しいと考え、主治医や医療ソーシャル
ワーカー（MSW）に相談した。上司に教育入院の必要性や、今後治療や通院が必要になることを伝えることが
重要であるとアドバイスを受け、上司に相談した。
相談を受けた上司は、入院のための人員調整や今後の支援体制について検討が必要なことは理解できたもの
の、具体的な対応については経験がないため、Aさん及び人事担当と相談し、地域窓口に相談した。地域窓口
の担当者からは、相談先として産業保健総合支援センター（さんぽセンター）を紹介されたため、さんぽセンター
の助言を得ながら両立支援を開始することとなった。
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（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
Aさんと上司、人事担当の三者で話し合った結果、教育入院の期間や退院後の通院の頻度、屋外作業継続の
可非と屋外作業の注意点について、主治医に確認することにした。また、上司や同僚への病気の伝え方など現
状の悩みや課題について記載し、主治医の意見を求めることにした。

イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Aさんに仕事の内容や職場の支援制度、不安に思っ
ていることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容を中心に、主治医意見書を作成した。
糖尿病の治療を受けながらでも今まで通り仕事は続けられること、治療のための特別な配慮は原則不要である
こと、その他高所作業や夏場の屋外作業等、仕事をする上での注意事項について明記した。また、教育入院後
の通院頻度や管理監督者には文書だけでなく、Aさんの診察に同席しての情報提供も可能である旨も記載した。

ウ　両立支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、Aさん、上司及び人事担当の三者で相談した結果、教育入院のために担当業務や役
割を一時免除し、業務に復帰するまでの間、代行者を立てることにした。退院後は、脱水を避けるため、適時
水分補給を可能にし、低血糖発作が出現する恐れがある場合の危険作業については、主治医に相談の上再開す
ることとした。
また、安定した定期通院を支援するための時間単位の休暇取得制度を積極的に活用することとした。なお、
産業保健総合支援センターとも相談しながら日常的な課題の解決ができる体制を整備していくこととした。

（３）その他留意事項
糖尿病の初回の治療開始時や、治療薬を服薬しているにもかかわらず生活習慣の管理不足などから血糖コン
トロールがうまくいっていない場合には、糖尿病の教育入院が必要な場合がある。糖尿病は自覚症状の乏しい
病気のため、入院精査により糖尿病の状態（インスリン分泌能力、血糖値の日内変動、合併症の有無やその程
度等）を正確に把握することができ、どのような治療が適切であるのかを理解することができる。また、食事
療法（カロリー計算の方法など）や運動療法について学び、これまでの生活習慣を振り返り、生活習慣の改善に
つなげることができる。さらに薬物療法（薬の正しい使い方など）の正しい知識やスキルを身につけることによ
り、退院後も糖尿病を自己管理できるようになることを目指している。
糖尿病は適切に管理されれば、日常生活や就労には特段の配慮は不要である。ただし、薬物療法中であれば、
相応の注意は必要である。低血糖発作はその代表的なものであるが、主治医の指導のもとで自己管理を適切に
行うことができれば、リスクは十分低減できる。より安全な就労のために、発作時の対応について事業場とし
ても労働者本人に確認や相談をしておくことが望ましい。また、事業場から主治医に対して業務内容（屋内外
の作業環境など）を伝えることで、主治医が治療内容を調整したり、より具体的な指導を労働者本人に行うこ
とができるため、より適切な糖尿病管理とより安全な就労が可能となる。
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● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・労働者の意向を確認しながら、糖尿病の治療を続けなが
ら今まで通りの仕事が続けられると判断

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、高
所作業や夏場の屋外作業など仕事上の配慮や注意事項を
検討

・上司や同僚に糖尿病を正しく理解してもらうための情報、
説明の機会について検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●作業場所や勤務形態、勤務時間など仕事の特徴を確認

●教育入院、通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の
利用で対応可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記（時間単位有給休暇、傷病休暇・病
気休暇、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅
勤務（テレワーク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●屋外作業や高所作業、温熱、寒冷場所での作
業など、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●教育入院や通院、体調管理のために利用可能
な有給休暇に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例１（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例
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● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・労働者の意向を確認しながら、糖尿病の治療を続けなが
ら今まで通りの仕事が続けられると判断

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、高
所作業や夏場の屋外作業など仕事上の配慮や注意事項を
検討

・上司や同僚に糖尿病を正しく理解してもらうための情報、
説明の機会について検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●作業場所や勤務形態、勤務時間など仕事の特徴を確認

●教育入院、通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の
利用で対応可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記（時間単位有給休暇、傷病休暇・病
気休暇、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅
勤務（テレワーク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●屋外作業や高所作業、温熱、寒冷場所での作
業など、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●教育入院や通院、体調管理のために利用可能
な有給休暇に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例１（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例
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● 措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措
置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める
時期の目安になる

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・夏季の屋外作業など脱水を避けるための対応
を検討

・低血糖発作が出現する恐れのある場合の危険
作業については主治医に相談の上再開するこ
とに留意

・低血糖発作時の対応への協力について、情報
の共有の範囲を検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●入院の可能性がある場合は、必要となる期間などを含めて、
事業者が見通しを立てやすいようにその旨を明記

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・疾病に対する正しい理解を促すために、参考となる情報
源や相談先を記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

事例１（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント
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● 措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措
置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める
時期の目安になる

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・夏季の屋外作業など脱水を避けるための対応
を検討

・低血糖発作が出現する恐れのある場合の危険
作業については主治医に相談の上再開するこ
とに留意

・低血糖発作時の対応への協力について、情報
の共有の範囲を検討

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●入院の可能性がある場合は、必要となる期間などを含めて、
事業者が見通しを立てやすいようにその旨を明記

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・疾病に対する正しい理解を促すために、参考となる情報
源や相談先を記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

事例１（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話し
合いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●入院から復職までの代行者を立てる場合は明
記する

●作業に伴う配慮事項を記載
●通院頻度も参考情報として明記

●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

●治療と仕事の両立支援のための体制整備など
事業所方針、考えを記載する

事例１（糖尿病）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話し
合いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●入院から復職までの代行者を立てる場合は明
記する

●作業に伴う配慮事項を記載
●通院頻度も参考情報として明記

●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

●治療と仕事の両立支援のための体制整備など
事業所方針、考えを記載する

事例１（糖尿病）：職場     復帰支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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事例２　部署異動がきっかけで経口薬治療を中断していた２型糖尿病で、治療を再
開し仕事の両立を目指す事例

Ｂさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

５０歳代
男性

2型
糖尿病

薬物治療
（経口薬）

中小企業
正社員

（運送会社、営業職）

嘱託産業医・
保健師

（１）事例の概要
ア　基本情報
Bさんは、従業員数が150名ほどの運送会社で営業職として勤務する50歳代の独身男性である。営業職の中
堅社員として上司・後輩から頼りにされている。現在の職場や仕事を気に入っており、定年まで働きたいと考
えている。
営業では社用車を運転することもあり、不定期で宿泊を伴う国内の出張もある。接待を伴う営業のために勤
務時間が不規則で、さらに極めて多忙で長時間勤務になることがある。Bさんが勤務する事業場は、嘱託産業
医を１名選任しており、月１回職場に来訪する。

イ　両立支援を行うに至った経緯
糖尿病と診断されていたBさんは、以前から経口薬治療を受けており、職場に病気のことは伝えていた。最
近部署異動があったが、異動後の職場には病気のことを口に出しづらい雰囲気があり、糖尿病であることをな
かなか話せないでいた。
Bさんは異動後、業務スケジュールが顧客に依存するため通院が不規則になり、内服薬が切れてしまうこと
もあったが、糖尿病に対する偏見を恐れ職場に相談できない状況が続き、治療が中断していた。
ある年の健診でHbA1cの悪化が顕著であることから保健師、産業医との面談に至った。通院の必要性を認
識していたBさんは、上司に相談し、人事担当に両立支援の申し出をすることにした。産業医からも人事担当・
上司に対し、通院の必要性について説明がなされ、糖尿病に対する正しい理解と通院への配慮を求めた。上司
は職場での対応を検討するため、Bさんと一緒に勤務情報提供書を作成し、主治医の意見を求めることとした。
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（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
産業医の助言をもとに、Bさんと上司とで話し合った結果、今後の治療方針、車の運転を含む就業上の配慮
等について、勤務情報提供書を通じて主治医の意見を求めることとした。

イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Bさんの治療に対する希望や、仕事の内容等を
確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容を中心に、主治医意見書を作成した。
入院が望ましいが、本人の希望もあり、外来通院での服薬治療継続とし、通院や時間外労働について職場の
配慮を求める内容とした。また、使用している薬剤の効果や副作用について記載した。
出張や接待等問題はないが、接待時の食事内容や量に注意することや、血糖コントロールが悪化した場合の
治療方法及び留意点を記載した。

ウ　両立支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、再度Bさん、上司、産業医とで話し合った結果、現状では就業上の措置は不要とし、
通院のための休暇を取得できるよう業務調整を行った。また、保健師か産業医が本人に通院、治療状況を定期
的（１～３か月毎）に確認していくこととした。同僚に業務での負担や差別感が生じるようであれば、本人の同
意を得た上で必要な範囲に周知していくこととした。

（３）その他留意事項
通院の継続は労働者本人の意識が重要であるが、重症化や合併症の発症等を防ぐために、業務を優先して通
院を中断しないよう、管理監督者が通院の必要性を理解し、配慮する必要がある。
また、糖尿病に対する偏見は支援の申し出を阻害する要因となる可能性があるため、支援の申し出がしやす
い職場環境整備が重要である。
本人の健康状態や業務内容によっては就業上の措置（過度の残業禁止、業務上の車両運転の制限等）が必要と
なる場合もある。
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● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・入院の必要性や通院頻度などの今後の治療方針について
検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●社用車の利用、出張の有無・頻度など、仕事の特徴を確
認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応
可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●社用車の運転や、不定期で宿泊を伴う国内の
出張もあること、不規則な勤務であること、時
間外労働時間など、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例２（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例
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● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・入院の必要性や通院頻度などの今後の治療方針について
検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●社用車の利用、出張の有無・頻度など、仕事の特徴を確
認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応
可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●社用車の運転や、不定期で宿泊を伴う国内の
出張もあること、不規則な勤務であること、時
間外労働時間など、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例２（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例
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2

3

4

2

3

4●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・通院のための業務調整を検討
・出張時の配慮事項の確認
・薬の副作用等による症状とその対応方法を確
認

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●入院の可能性がある場合は、必要となる期間などを含めて、
事業者が見通しを立てやすいようにその旨を明記

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・薬の効果や副作用について記載する際は、わかりやすい
言葉とし、副作用への対応方法についても記載

・今後の治療方針について、通院頻度、配慮事項等を含め
て記載

・疾病に対する正しい理解等、職場における配慮のために
必要な点を記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

事例２（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

19115  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：糖尿病 

連携マニュアル（青）.indb   190連携マニュアル（青）.indb   190 2021/03/09   10:14:472021/03/09   10:14:47



2

3

4

2

3

4●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・通院のための業務調整を検討
・出張時の配慮事項の確認
・薬の副作用等による症状とその対応方法を確
認

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●入院の可能性がある場合は、必要となる期間などを含めて、
事業者が見通しを立てやすいようにその旨を明記

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体
的に記載

・薬の効果や副作用について記載する際は、わかりやすい
言葉とし、副作用への対応方法についても記載

・今後の治療方針について、通院頻度、配慮事項等を含め
て記載

・疾病に対する正しい理解等、職場における配慮のために
必要な点を記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

事例２（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の     意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

16  企業・医療機関連携マニュアル 
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話し
合いも踏まえ、両立支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置として、病態に応じた期間を設
定し、配慮すべき内容を記載

●通院頻度も参考情報として明記

●労働者本人に確認しながら、配慮する事項を
記載

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司、総務担当等が気を付ける
べき事項があれば記載

●同僚等による協力が得られるよう、労働者本
人の同意を得て必要な範囲に周知する旨を明記

●病状や配慮事項について留意すべき点があれ
ば記載

事例２（糖尿病）：両     立支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話し
合いも踏まえ、両立支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措
置や配慮を行うために必要な情報を整理

●就業上の措置として、病態に応じた期間を設
定し、配慮すべき内容を記載

●通院頻度も参考情報として明記

●労働者本人に確認しながら、配慮する事項を
記載

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司、総務担当等が気を付ける
べき事項があれば記載

●同僚等による協力が得られるよう、労働者本
人の同意を得て必要な範囲に周知する旨を明記

●病状や配慮事項について留意すべき点があれ
ば記載

事例２（糖尿病）：両     立支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント
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事例３　インスリン治療中の１型糖尿病で、交替制勤務を継続しながら、治療と仕
事の両立を目指す事例

Cさん
治療の状況 企業の状況

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等

４０歳代
男性

１型
糖尿病

薬物療法
（インスリン）

大企業
正社員
（製造業、

生産工程職）

専属
産業医

（１）事例の概要
ア　基本情報
Cさんは、従業員数が1000名超の製造業の企業に勤務する40歳代の男性である。工場内で製造ラインに
フォークリフトで部品を供給する業務に就いており、運転が主な業務である。
Cさんは１年前に、７名の班で、１名の主任と３名ずつの２交替勤務で夜勤のある部署に異動した。仕事ぶ
りは熱心で周囲からも信頼されている。勤務先には、専属産業医が選任されている。

イ　両立支援を行うに至った経緯
Cさんは30歳代に１型糖尿病と診断され、インスリン治療を継続してきた。これまで意識消失などの重篤な
低血糖の症状の既往はなく、治療開始時に一時的にフォークリフトの運転業務を外れたことがあるが、血糖コ
ントロールが良好だったため産業医と相談の上、運転業務を再開した。その後も定期健診で大きな異常はなく
産業医の定期面談は行われていなかったが、異動直後の定期健診結果では、HbA1c、随時血糖ともに受診勧
奨判定値を超えていた。Cさんはインスリン治療中であったが、異動で交替制勤務となったことが影響し、血
糖管理が難しくなっていた。血糖コントロールが徐々に悪化していたが、現在の仕事を続けたい気持ちが強く、
上司や産業医に申し出ることはなかった。
翌年の定期健診結果では前年度より、HbA1c、随時血糖ともにさらに悪化したため産業医面談となった。
産業医は、交替勤務を続けることは好ましくないと考え、Cさんに交替制勤務や運転業務を外れる提案をした
が、Ｃさんは現在の業務を継続したいと強く訴えたため、極力制限を避ける方向で、主治医と相談することと
なった。
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（２）様式例の記載例
ア　勤務情報提供書　【労働者・事業者において作成】
Cさんと産業医、上司とで今後の働き方について話し合った結果、主治医の意見を求めた上で、交替制勤務
でのフォークリフトの運転を続けながら治療と両立が可能かどうかを検討することとした。特に、交替勤務を
一時的にでも外した方がよいか、交替勤務を続ける場合は、食事や血糖測定、インスリン注射のタイミングや
フォークリフト運転業務での留意点、低血糖時やシックデイ（体調不良時）の症状や対応方法について確認する
こととにした。

イ　主治医意見書　【医師において作成】
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Cさんの勤務に対する希望や、仕事の内容、勤
務時間・シフト表を確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容を中心に、主治医意見書を作成した。
交替勤務の継続や運転業務は可能であるが、業務中の血糖の変化を確認するために、CGM（持続型血糖測定）
を用いる旨を記載した。また、シックデイや低血糖時の状態とその対応方法について記載した。血糖測定、イ
ンスリン注射のタイミングや食事については本人に指導しているため、本人に確認してもらいたいことを記載
し、運転前の血糖確認と、低血糖時の補食・再測定が必要であることも明記した。
血糖測定、インスリン注射を行うための時間と場所の配慮や通勤への配慮を求めた。

ウ　両立支援プラン　【事業者において作成】
主治医意見書を踏まえ、再度Cさんと産業医、上司とで話し合った結果、主治医の意見を勘案し、交替勤務
とフォークリフト運転を継続することとした。低血糖発作時、シックデイの対応を共有し、低血糖に備えて作
業中も補食を常備していくことにした。
職場では、運転業務を安全に行うため、作業前の血糖確認と低血糖時の対応等の条件を設定した。また、交
替勤務時は上司が不在となるため、同僚等がCさんの状況を理解し対処していけるよう、上司が産業医の説明
を聞き、それをもとに同僚等に説明していくこととした。

（３）その他留意事項
糖尿病については、勤務情報を伝えて、適切な治療・指導につなげることが重要であり、病状や低血糖発作
時の対応等、必要な範囲で職場関係者と共有することも重要である。
糖尿病は、冷や汗、手の震え、動悸などの症状なく低血糖発作を起こす無自覚性低血糖の状態になることが
ある。低血糖がフォークリフトの運転など就業においてリスクとなる場合には、CGMを行うことによって、
自分の血糖の変動の傾向を知ることができ、事前に補食などをすることにより低血糖を防ぐことができる。し
かし、糖尿病性網膜症の進行に伴う視野欠損や無自覚性低血糖がある場合は、運転制限が必要になることがあ
る。
通常勤務から交替勤務になる等、勤務形態が変わる際は、生活リズムの変化により血糖のコントロールが悪
くなる場合があるため、予め産業医等に相談することが望ましい。
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8

● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・労働者の意向も確認しながら、交替勤務が可能かどうか、
交替勤務の際の食事、血糖測定、インスリン注射のタイ
ミングについて検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●交替制勤務でのフォークリフトの運転業務があることな
ど、仕事の特徴を確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応
可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●交替制勤務でのフォークリフトの運転業務が
あることなど、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例３（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例
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8

● 産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理な
どの支援が可能な体制があるかどうかを確認

●特に意見を求められている点について確認
・就業内容が過度に制限されないように配慮した上で、病
状悪化・再発防止のために、職場において必要と考えら
れる配慮や注意事項を検討

・労働者の意向も確認しながら、交替勤務が可能かどうか、
交替勤務の際の食事、血糖測定、インスリン注射のタイ
ミングについて検討

●署名漏れがないか確認
●記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安の
有無等について確認

●疾病への影響に留意し、どのような作業内容や作業負荷
の仕事に従事する予定であるのかを確認

●交替制勤務でのフォークリフトの運転業務があることな
ど、仕事の特徴を確認

●通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で対応
可能かどうか、労働者と確認

●治療と仕事の両立のために利用可能な社内の
制度を明記

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差
出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー
ク）、試し出勤制度など）

●現在の業務内容が継続可能かどうか確認する
ために、具体的に仕事の内容を記載

●交替制勤務でのフォークリフトの運転業務が
あることなど、仕事の特徴を記載

●情報の提供・活用目的の明記が必要

●労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業
者に確認した上で署名

●主治医からの問い合わせに対応できるよう、
担当者、連絡先を明記

●通院や体調管理のために利用可能な有給休暇
に関する情報を記載

●必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミン
グや付与日数、単位（１日、半日、時間単位）
等を記載

●労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩
んでいること、主治医に相談したいこと等、特
に主治医の意見がほしい点について具体的に明
記

▲ ▲医療機関が確認する際のポイント 労働者・事業者が作成する際のポイント

事例３（糖尿病）：勤務情報を主治医に提供す     る際の様式例（勤務情報提供書）の記載例

22  企業・医療機関連携マニュアル 
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●産業医が選任されている場合は、情報を正確に伝えるため
に必要に応じて専門用語も使用する。

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・勤務時間や休憩時間、血糖測定などの配慮が必要な事項
を具体的に記載

・症状について記載する際は、対応と留意点を含めて記載
・運転業務を行う場合の留意点について記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・低血糖の症状出現時の対応方法などを確認
・健康管理上、時間や場所など環境調整が必要
となる事項の確認と、対応の検討

・運転業務での配慮すべき内容の確認と対応の
検討

・疾病の特徴による留意点の確認

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

事例３（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の    意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

19923  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：糖尿病 
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●措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の
措置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載

●措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求め
る時期の目安になる

●産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた
め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載

●外見からわかりづらい症状は具体的に記載

●通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載
●産業医が選任されている場合は、情報を正確に伝えるため
に必要に応じて専門用語も使用する。

●勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の
労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど
うか意見を記載

●勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質
問事項に対する回答を記載
・配慮や就業上の措置を記載する際は、安全配慮義務上、
対応が必須のものか、必須ではないが望ましいものであ
るかが識別できるように記載

・勤務時間や休憩時間、血糖測定などの配慮が必要な事項
を具体的に記載

・症状について記載する際は、対応と留意点を含めて記載
・運転業務を行う場合の留意点について記載

●労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ
う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要

●両立支援が必要な期間や支援内容の参考とす
るため、症状の見通しや現段階で想定されてい
る治療の予定等を確認

●勤務情報提供書に記載した働き方によって就
業継続が可能かどうか、主治医の意見を確認

●主治医への質問事項に対する回答を確認
・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを
確認

・低血糖の症状出現時の対応方法などを確認
・健康管理上、時間や場所など環境調整が必要
となる事項の確認と、対応の検討

・運転業務での配慮すべき内容の確認と対応の
検討

・疾病の特徴による留意点の確認

●主治医意見書の内容について、労働者本人の
理解・同意が得られていることを、署名欄を活
用するなどして確認

●ガイドラインで示された情報の取扱いに則り
情報を取り扱う

●措置期間後は必要に応じてプランの見直しや
主治医の意見の確認を行うことを想定

事例３（糖尿病）：職場復帰の可否等について主治医の    意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例

▲ ▲医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント

24  企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：糖尿病 
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、両立支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通し、血糖測定など、
就業上の措置や配慮を行うために必要な情報を
整理

●就業上の措置として、配慮すべき内容と期間
を設定

●フォークリフト運転作業の継続基準を記載
●低血糖状況の確認と状況に合わせた対応を記
載

●通院頻度も参考情報として明記

●作業環境の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●上司不在時の対応について、同僚等に説明す
る場合の対応を明記

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

事例３（糖尿病）：両       立支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント

20125  企業・医療機関連携マニュアル 
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●関係者による協議・確認を終えた内容である
ことが分かるよう、署名

●主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合
いも踏まえ、両立支援プランを作成

●治療の予定や症状の見通し、血糖測定など、
就業上の措置や配慮を行うために必要な情報を
整理

●就業上の措置として、配慮すべき内容と期間
を設定

●フォークリフト運転作業の継続基準を記載
●低血糖状況の確認と状況に合わせた対応を記
載

●通院頻度も参考情報として明記

●作業環境の調整が必要な場合には、必要な配
慮事項を記載

●上司不在時の対応について、同僚等に説明す
る場合の対応を明記

●プランの見直しや面談の実施時期を記載
●労働者本人や上司等が気を付けるべき事項が
あれば記載

事例３（糖尿病）：両       立支援プランの記載例

▲事業者が作成する際のポイント

企業・医療機関連携マニュアル 
事例編：糖尿病 
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